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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端に手すりを固定するための手すり受けを、基端に座板を有する支持腕を、左右一対
の２つに分離された形態とし、左右一対の前記２つの支持腕を互いに固定するためのもの
であって、少なくとも左右一対の２つの支持腕を覆うカバーに形成されていて、前記２つ
の支持腕間に介装させ得る取付座からなる定着手段を備えていることを特徴とする手すり
ブラケット。
【請求項２】
　左右一対の２つの支持腕間に介装させ得る取付座が上下に２つ備えられていることを特
徴とする請求項１記載の手すりブラケット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手すりを取り付けるための手すりブラケットに関し、さらに詳しくは、先端
に手すりを固定するための手すり受けを、基端に座板を有する支持腕を、左右一対の２つ
に分離された形態としたものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　手すりを取り付けるための手すりブラケットにおいて、左右一対の支持腕を所定の距離
を置いて離隔して配置されたものが（例えば、特許文献１参照）、また、前記支持腕を途
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中から接合させたものが（例えば、特許文献２参照）、さらに、左右一対の支持腕を接合
して溶接などで固定したもの（例えば、特許文献３参照）などが、提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実願昭５８－０００８０５号(実開昭５９－１０６９４４号)のマイクロフ
ィルム（実用新案登録請求の範囲、第２図、第３図等）
【０００４】
【特許文献２】特開２００８－３０８９０４号公報（段落００１０、図１(c)～(d)等）
【０００５】
【特許文献３】特開２００９－０１９４３４号公報（特許請求の範囲、図２等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、前記特許文献１，２に示すものはいずれも左右一対の支持腕の基端部を
１つの座板に溶接などで一体的としてあって、左右一対の支持腕は分離された形態ではな
く、しかも、壁への締め付けが左右一対の支持腕の間に位置しているため、強度的に好ま
しくない。強度を上げるため、締め付けピッチを大きく取ろうとすると、手すりブラケッ
トが大型化してしまい、意匠的、コスト面で不利である。
【０００７】
　一方、前記特許文献３に示すものは、左右一対の支持腕が密着しているため、これもま
た強度的に不利である。
【０００８】
　このような手すりブラケットにより手すりを支えた場合には、手すりに掛かる荷重を充
分に支えることができないと思われる。なぜならば、左右一対の支持腕の離間距離を余り
大きくすることができない分、手すりに掛かる荷重を支える力もそれだけ弱くなるからで
ある。左右一対の支持腕の離間距離を大きくすればするほど、手すりに掛かる荷重を支え
る力も大きくなる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上記欠点を解消することを目的として開発されたものであって、先端に手す
りを固定するための手すり受けを有し、基端に座板を有する支持腕を、左右一対の２つに
分離された形態とし、左右一対の前記２つの支持腕を互いに固定するためのものであって
、少なくとも左右一対の２つの支持腕を覆うカバーに形成されていて、前記２つの支持腕
間に介装させ得る取付座からなる定着手段を備えていることを特徴とするものである。
　本発明によれば、左右一対の２つの支持腕を前記カバーで覆った状態で、左右一対の２
つの支持腕を左右に離して配置することができるので、左右一対の２つの支持腕が離れて
いない場合に比べて、手すりに掛かる荷重を支える強度を上げることができる。例えば、
図３に示すように、左右一対の２つの支持腕が中心位置からＬだけ離れた位置において、
手すりに荷重Ｆが負荷された場合を想定すると、手すりを支えている左右一対の２つの支
持腕が間隔ｗで配置されていて前記荷重Ｆを負担している同図(a)の場合の方が、離れて
いない同図(b)の場合に比べて、強度・剛性の面で優れていることは明らかである。
【００１０】
　また、本発明によれば、２つの支持腕を左右一対の２つに分離された形態としてあるの
で、手すり受けに取り付けた手すりが安定するのみならず、手すり受けへの手すりの取付
施工性も良い。
【００１１】
　左右一対の２つの支持腕間に介装させ得る取付座が上下に２つ備えられていることが望
ましい。この場合には、左右一対の２つの支持腕を上下２つの取付座で上下とも均等に左
右に離して配置することができるので、左右一対の２つの支持腕が離れていない場合に比



(3) JP 6463964 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

べて、手すりに掛かる荷重を支える強度を上げることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１記載の発明によれば、左右一対の２つの支持腕を前記カバーで覆った状態で、
左右一対の２つの支持腕を左右に離して配置することができるので、左右一対の２つの支
持腕が離れていない場合に比べて、手すりに掛かる荷重を支える強度を上げることができ
る。また、２つの支持腕を左右一対の２つに分離された形態としてあるので、手すり受け
に取り付けた手すりが安定するのみならず、手すり受けへの手すりの取付施工性も良い。
【００１３】
　請求項２記載の発明によれば、左右一対の２つの支持腕を上下２つの取付座で上下とも
均等に左右に離して配置することができるので、左右一対の２つの支持腕が離れていない
場合に比べて、手すりに掛かる荷重を支える強度を上げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】壁に取り付けられる形式の手すりブラケットの一例であって、左右一対の２つの
支持腕を互いに固定するための定着手段に、少なくとも左右一対の２つの支持腕を覆うカ
バーに形成されていて、前記２つの支持腕間に介装させ得る取付座を用いた場合を例示す
るもので、 (a)は分解斜視図、(b)は少なくとも左右一対の２つの支持腕をカバーで覆っ
た状態を示す斜視図、(c)はその正面図、(d)はその側面図、(e)は左右一対の支持腕の先
端にそれぞれ設けてある手すり受けをカバーの一部で覆った場合において、手すり受けの
外側に位置するカバーの一部で手すりを安定して支えることができることを示す断面図で
ある。
【図２】壁に取り付けられる形式の手すりブラケットの一例であって、図１の場合とは異
なって、左右一対の２つの支持腕間に介装させ得る取付座が上下に２つ備えられている場
合を例示するもので、(a)は分解斜視図、(b)は少なくとも左右一対の２つの支持腕をカバ
ーで覆った状態を示す斜視図、(c)はその正面図、(d)はその側面図である。
【図３】左右一対の２つの支持腕が中心位置からＬだけ離れた位置で、手すりに荷重Ｆが
負荷された場合において、手すりを支えている左右一対の前記２つの支持腕が間隔ｗで配
置されている同図(a)の場合の方が、離れていない同図(b)の場合に比べて、手すり受けに
取り付けた手すりが安定するのみならず、手すり受けへの手すりの取付施工性が良いこと
と、強度・剛性の面で優れていることを説明するための原理図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明による手すりブラケットの一例を、図面に基いて詳細に説明する。本手すりブラ
ケットは壁に取り付けられる形式のものと、壁及び笠木に取り付けられる直受け形式のも
のとがある。図１、図２には、壁に取り付けられる形式のものであって、左右一対の２つ
の支持腕を互いに固定するための定着手段に、少なくとも左右一対の２つの支持腕を覆う
カバーに形成されていて、前記２つの支持腕間に介装させ得る取付座を用いた場合を例示
する。なお、壁及び笠木に取り付けられる直受け形式の手すりブラケットについては、図
示を省略する。
【００１６】
　図１には、壁に取り付けられる形式の手すりブラケットの一例であって、左右一対の２
つの支持腕１，１を互いに固定するための定着手段に、少なくとも左右一対の２つの支持
腕１，１を覆うカバー６に形成されていて、前記２つの支持腕１，１間に介装させ得る取
付座６ａを用いた場合を例示する。左右一対の２つの支持腕１，１の先端には手すりＣを
固定するための手すり受け１ａが、基端には座板１ｂが備えられており、両支持腕１，１
を左右一対の２つに分離された形態としてある。このような形態とすると、手すり受け１
ａ，１ａに取り付けた手すりＣが安定するのみならず、手すり受け１ａ，１ａへの手すり
Ｃの取付施工性も良い。
【００１７】



(4) JP 6463964 B2 2019.2.6

10

20

30

40

50

　その理由を図３に基づいて説明する。同図(a)に示すように、手すりＣを支えている左
右一対の２つの支持腕１，１が間隔ｗで配置されている場合には、左右２つの手すり受け
１ａ，１ａの幅ａ’は支持腕１’，１’が離れていない同図(b)の幅ｂ’の場合よりｗだ
け大きい。したがって、このｗだけ大きい幅を有する左右２つの手すり受け１ａ，１ａに
取り付けた手すりＣが安定する。また、手すりＣを左右２つの手すり受け１ａ，１ａに取
り付けるに当っては、手すり受け１ａ，１ａに手すりＣを仮置きした状態の下にねじで締
結するが、その際、左右２つの手すり受け１ａ，１ａの幅がｗだけ大きい同図(a)の場合
の方が、支持腕１’，１’が離れていない同図(b)の場合に比べて、左右２つの手すり受
け１ａ，１ａから手すりＣが落下する可能性が低いので、それだけ手すり受け１ａ，１ａ
への手すりＣの取付施工性も良いということができる。
【００１８】
　そして、例えば、同図に示すように、左右一対の２つの支持腕１，１と１’，１’が中
心位置からＬだけ離れた位置において、手すりＣに荷重Ｆが負荷された場合を想定する。
この場合において、同図(a)の場合には、手すりＣを支えている左右一対の２つの支持腕
１，１が間隔ｗで配置されている。これに対して、同図(b)の場合には、左右一対の２つ
の支持腕１’，１’が離れてなくて接合されている。この場合を対比すると、左右一対の
前記２つの支持腕１，１が間隔ｗで配置されていて離れている両支持腕１，１で前記荷重
Ｆを負担している同図(a)の場合の方が、離れていない同図(b)の場合に比べて、強度・剛
性の面で優れていることは明らかである。
【００１９】
　なぜならば、手すりＣに同じ荷重Ｆを負荷した場合、左右一対の２つの支持腕１，１が
ｗだけ離れている図３(a)のＡ－Ａ端面の場合の方が、左右一対の２つの支持腕１’，１
’が離れてなくて接合されている図３(b)のＢ－Ｂ端面の場合より曲がりにくい。すなわ
ち、前者の場合の方が、後者に比べて剛性が強いということができる。したがって、荷重
Ｆの値を上げて行った場合において、左右一対の２つの支持腕１’，１’が離れてなくて
接合されている図３(b)の場合の方が、塑性変形又は破壊されやすく、左右一対の２つの
支持腕１，１がｗだけ離れている図３(a)の場合の方が、強度が強いということができる
。
【００２０】
　手すりＣは、左右２つの手すり受け１ａ，１ａにねじ（図示省略）で固定することがで
き、また、前記両座板１ｂ，１ｂに形成された２つの孔にそれぞれ挿通した２本の壁固定
用のねじ３を用いて、左右一対の２つの支持腕１，１を図示していない壁に固定すること
ができる。
【００２１】
　図１(a)に示すように、左右一対の２つの支持腕１，１と左右２つの手すり受け１ａ，
１ａと左右２つの座板１ｂ，１ｂとを覆う上下２つ割りのカバー６，６のうちの上側のカ
バー６に、前記２つの支持腕１，１間に介装させ得る取付座６ａが形成されている。
【００２２】
　この場合においても、少なくとも左右一対の２つの支持腕１，１を上下２つ割りのカバ
ー６，６で覆うとともに、前記２つの支持腕１，１間に前記取付座６ａを介装し、この取
付座６ａに形成されているねじ挿通孔６ａ’にねじ６ｂを挿通して締結することにより、
左右一対の２つの支持腕１，１を前記取付座６ａの幅だけ離した状態で、すなわち、左右
一対の２つの支持腕１，１を所定の離間距離を置いた状態で互いに固定することができる
。このように、左右一対の２つの支持腕１，１を離れた位置に配置することにより、手す
りＣに掛かる荷重を支える強度を上げることができる。
【００２３】
　図１に示すように、本手すりブラケットには着脱プレート５が用いられており、ねじ４
，４を座板１ｂに形成されたねじ挿通孔１ｃ，１ｃを介して着脱プレート５のねじ孔５ａ
，５ａにそれぞれ螺着することにより、左右一対の２つの支持腕１，１の座板１ｂ，１ｂ
を、１枚の着脱プレート５に定着させることができる。その状態を図１(b)に斜視図で、
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の孔にそれぞれ挿通した３本の壁固定用のねじ３を用いて、左右一対の２つの支持腕１，
１を図示していない壁に固定することができる。
【００２４】
　図１に示すように、少なくとも左右一対の２つの支持腕１，１を上下２つ割りのカバー
６，６で覆った場合において、手すり受け１ａで手すりＣを受けたとき、同図(e)に示す
ように、手すり受け１ａの外側にカバー６の一部６ｃが位置するので、外側に位置するカ
バー６の一部６ｃでも手すりＣを安定して支えることができるし、締結時に手すりＣを支
えやすい。例えば、同図(e)に示すように、手すり受け１ａのみで手すりＣを支えた場合
の手すりＣを受け得る幅ｘに比べて、前記カバー６の一部６ｃを含む部分で手すりＣを支
えた場合には、同図Ｘで示すように、少なくとも前記幅ｘよりも広い幅で手すりＣを支え
ることができる。
【００２５】
　図１では、左右一対の２つの支持腕１，１と左右２つの手すり受け１ａ，１ａと左右２
つの座板１ｂ，１ｂとを覆う上下２つ割りのカバー６，６のうちの上側のカバー６に、前
記２つの支持腕１，１間に介装させ得る取付座６ａが形成されているのに対して、図２に
は、左右一対の２つの支持腕１，１間に固定させ得る取付座６ａが上下に２つ備えられて
いる場合を例示する。左右一対の２つの支持腕１，１の先端には手すりＣを固定するため
の手すり受け１ａが、基端には座板１ｂが備えられており、両支持腕１，１を左右一対の
２つに分離された形態としてあることは、図１、図２とも同様である。
【００２６】
　図２(a)はその分解斜視図であって、左右一対の２つの支持腕１，１と左右２つの手す
り受け１ａ，１ａと左右２つの座板１ｂ，１ｂとを覆う上下２つ割りのカバー６，６のう
ちの上側のカバー６に、前記２つの支持腕１，１間に介装させ得る上下２つの取付座６ａ
，６ａが形成されている。
【００２７】
　この場合においても、少なくとも左右一対の２つの支持腕１，１を上下２つ割りのカバ
ー６，６で覆うとともに、前記２つの支持腕１，１間に上下２つの取付座６ａ，６ａを介
装し、両取付座６ａ，６ａに形成されているねじ挿通孔６ａ’，６ａ’にねじ６ｂ，６ｂ
を挿通して締結することにより、左右一対の２つの支持腕１，１を前記取付座６ａの幅だ
け離した状態で、すなわち、左右一対の２つの支持腕１，１を所定の離間距離を置いた状
態で互いに固定することができる。このように、左右一対の２つの支持腕１，１を離れた
位置に配置することにより、手すりＣに掛かる荷重を支える強度を上げることができる。
【００２８】
　図２の場合には、図１において用いた壁固定用のねじ３（図示しない）を座板１ｂに形
成された上下２つのねじ挿通孔１ｄ，１ｄを介して壁に直接ねじ込むことにより、左右一
対の２つの支持腕１，１の座板１ｂ，１ｂを、図示していない壁に定着させることができ
る。
【００２９】
　図３においては、手すりＣを極めて短く表してあるが、これは便宜上そのように表した
だけであって、本来、手すりＣは施工場所に合わせた長尺状のものである。
【符号の説明】
【００３０】
１…支持腕、１ａ…手すり受け、１ｂ…座板、３…壁固定用のねじ、６…カバー、６ａ…
取付座。
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